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各位 

海上保安庁より先頃（2018 年 4 月）、国際船舶・港湾保安法施行規則の一部改正に伴う船舶保安情

報の事前通報事項について、以下のとおり、一部追加されたとの通知がありました。 
本年（2018 年）7 月 16 日以降、外国から日本に入港、入域する船舶はご留意願います。 
 
1. 追加通報事項 

北朝鮮の港への寄港の有無 
 

2． 対象とされる寄港日 
日本籍船舶････････････････ 2016 年 12 月 9 日以降の寄港 
日本籍船舶以外の船舶･････ 2016 年 2 月 19 日以降の寄港 
 

3. その他 
船舶保安情報に関する海上保安庁ホームページ 
（日本語）： http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/hoan00.html 
（English）： http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/hoan00-e.html 

 
 
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 船舶管理システム部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2173 
Fax: 03-5226-2174 
E-mail: smd@classnk.or.jp 

添付：（日本語版のみ） 

1. 国際船舶・港湾保安法施行規則の一部改正に係る周知・協力について（平成 30年 4月 27日、

保警警第 6 号） 
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